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【研究の目的】 
 わが国を含めたいわゆる先進諸国における家族関係は顕著な変化を見せており、これに対応すべく、
種々の制度改革の試みが盛んになっている。この共同研究の目的は、家族の現代的変容の社会学的把握
を前提として、家族をめぐる各国の法制度の動態を比較研究することにある。 
 
【研究活動及び成果】 

本年度は、本研究グループに参加している大学院博士課程後期課程院生2名が中国法に関する研究会報
告を行い、報告者のほかに8名のメンバーが参加して、日本法との比較法的検討を中心に活発な討議を行
った。参加者は、報告者を除き計8名であった。なお、研究会は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い
オンライン開催とした。 
口頭発表 

2022年3月22日 白  瑞 「中国における子どもの性的虐待事案への対応について――監護権剥奪事
例を素材として」 

賈  悦 「中国における離婚後の直接養育者の取り決め基準に関する研究」 
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